


■地域住民 
  まちづくりの実行主体 
 咲っく南花台健康クラブ・まちの保健室 
 生活支援（お互いさん） 
 子育て支援（ニコニコサロン・子ども食堂） 
 移動支援（南花台モビリティ「クルクル」） 

■民間事業者等 
  まちづくりの実行支援・技術提供 
 コノミヤ（コノミヤテラスの提供） 
 錦秀会看護専門学校連携（地域包括ケア） 
 UR都市機構（UR団地集約事業） 
 その他技術提供企業 

■河内長野市・大阪府  
   ニーズに合った施策をプロジェクトの要素として投入 
 （後方支援） 
 廃校跡地活用事業 
 地域包括ケアの具体化 
 UR団地再生事業 
 自動運転実装事業 
 公共施設管理手法検討事業 

■関西大学 
 地域の声（ニーズ）を深く研究・コーディネート 
コノミヤテラスでの活動 
 地域ワークショップ 
 ものづくりプロジェクトなど 
 地域のイベント参加 
 全体コーディネート 

河内長野市スーパーシティ構想の概要 
Ⅰ 概要 

■スーパーシティ地域指定申請対象エリア（南花台地区）の概要 
「咲っく南花台プロジェクト」の推進体制 
  

咲っく南花台リビングラボ 
拠点：コノミヤテラス 

 地域住民を主体に行政、大学、企業が連携し、ともにふれあい、ともに考え、ともに物事をお越し、地域に機能する活動や技術
を生み出す「咲っく南花台リビングラボ」を展開、それぞれの活動は地域住民の生活に機能する取組みへと成長させ、着実にま
ちづくりに必要不可欠な仕組みの構築を積み上げてきた。 

 この取り組みを通じ、南花台は新たなまちづくり手法や新たな技術の効果的な活用方法を生み出し、数々の全国モデルを創出
してきた。 
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関西大学学生が中心となり、地域ワークショップを定期開催、地域の住民の生の意見を聞きながら、地域住民と共に考え活動を実装、「ま
ずはやってみる」「やりながら考える」を活動実行の基本スタンスとして同時多発的に、ものづくりや、商業店舗の塗装など、やりたいことをすべ
て実行に移しながら、新たにチャレンジする意義を共有し、まちづくりの担い手を創出してきた。そして、下記の６つのプロジェクトが誕生した。 
 
  
 
①みんなの拠点づくりプロジェクト         ②健康仲間づくりプロジェクト      ③生活応援プロジェクト    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④子育て子育ち環境づくりプロジェクト     ⑤まちの情報発信プロジェクト      ⑥咲っく南花台事業者の会      
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河内長野市スーパーシティ構想の概要 
Ⅰ 概要 

■スーパーシティ地域指定申請対象エリア（南花台地区）の概要 
「咲っく南花台プロジェクト」の取組み概要（６つのプロジェクト） 
  

6つのプロジェクトを導いた多様な地域活動 
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河内長野市スーパーシティ構想の概要 
Ⅰ 概要 

河内長野市スーパーシティ構想 in 南花台 

これまで進めてきた「咲っく南花台リビングラボ」を拡大し、「咲っく南花台リビングラボ2.0」を推進し、 

先端技術が地域住民の生活に自然に溶け込む推進プロセスを大切にして進める。 

咲っく南花台リビングラボ2.0の推進により、まちづくりを考え続ける仕組みを構築し、スーパーシティであり続けるまちを目指す。 
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スーパーシティ構想の推進体制 

地域住民・事業者を中心に据えた行政・大学・関係団体・企業が連携する咲っく南花台リビングラボを形成し、スーパーシティの実行組織として形成 
アーキテクトはアーキテクト連絡会議を通じ推進管理を行うと同時に、所属する大学や団体内で「咲っく南花台リビングラボ2.0」に参加し具体的に推進に関わる
体制を構築する。 

Ⅰ 概要 

2.0 
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河内長野市スーパーシティ構想の概要 
Ⅰ 概要 

河内長野市スーパーシティ構想 in 南花台 【全体像】 
これまで進めてきた「咲っく南花台プロジェックト」を通じて、地域の課題の具体的な解決につながる先端サービスとして、
6つのサービスを選定した。6つのサービスを駆使し、地域住民の生活に機能し、地域住民の生活に自然と溶け込むこ
れらの先端サービスと地域力を融合し「豊かな生活」を実現する。 

２ 



Ⅱ➀「複数分野の先端的サービスの提供」に関する事項 
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先端的サービスの概要 

②医療・健康サービス（１／５） 

概要  
 

本サービスの目
指すところ  

 

自宅で完結する健康
管理・遠隔診療の導

入 

先端センサー技術での在宅での健康管理データ取得 
健康ポイントによる自己健康管理促進 
AI受診相談システムでの自宅からの受診相談 
5G技術も活用した遠隔診療 
ドローンによる医薬品配送 

住民の健康、QOL向上 
健康寿命延伸 

生活の快適性向上 
技術リテラシー向上 

高齢者の社会参加・世
代間交流の促進 

 

個人・病院・介護関係者等の間での医療・健康データの共
有 
上記データに基づく関係者連携 

本サービスが解
決を図る 
地域課題 

最新のAI技術や5GなどのICT技術の活用で、受診相談から医薬品受け取りまでを自宅で完結、
医療・健康データ連携で、住民の健康、生活の質（QOL）を向上 

・自宅で完結する遠隔診療の導入で住民の健康水準と利便性を向上する。 

・本人と医療・介護関係者のデータ共有で、医療・介護の水準を向上する。 

・リビングラボで最新技術を学び合い、住民全員でそのメリットを享受する。 

少子高齢化進展に伴う住民の健康状態や生活の質（QOL）の低下、高齢者の孤立・生きがい喪失 

サービス構成（例） サービス名 

医療・健康データ連携 
医療成績の向上 
より良い看護実現 
行政施策改善(EBPM) 

健康改善 
自己健康管理向上 
受診率向上 
生活利便性向上 

期待される直接効果 地域課題解消 
本サービスによる地域課題解消の流れ 

関連するこれま
での地域での取

り組み 

・コミュニティ拠点コノミヤテラスにおける体操、ウォーキングなどの健康増進活動 

・大阪府の健康管理アプリ「おおさか健活マイレージアスマイル」活動への参加（再掲） 

ヘルスケア・リビングラボ、
アバター共生コミュニ

ティ 

ヘルスケア・リビングラボでの遠隔診療提供、最新技術活用
の教え合い 
アバターによる高齢者と児童のふれあい活動実施 

最新技術の住民普及 
住民間の共助拡大 
高齢者の生きがい創出 



2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 ～2030年
度 

関連事業等 

①地域通貨／ポイ
ントサービス（先端
サービス） 

②医療・健康サー
ビス 
（先端サービス） 

③人の移動サービ
ス 
（先端サービス） 

④物流・ドローン
サービス 
（先端サービス） 

⑤安全・安心サー
ビス 
（先端サービス） 

⑤教育サービス 
（先端サービス） 

データ連携基盤 

構想推進 

全体スケジュール 

事前検討・準備 実装 

試験運用開始・プレ導入 実装（オンライン診療） 

システム開発 

運用開始 

調査（その他モビリティ） 

実装（クルクル自動運転化） 

UR住宅団地再生 
再整備着工 

構想策定・準備 
協議会立上げ 

４月：大阪・関西
万博開幕 

７月：クルクル 
自動運転運用開始 

Ⅰ 概要 
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実証 

実装 

実装 実証 

事前検討・準備（医療・健康データ連携） 

事前検討・準備 プラットフォーム構築、 
実証 

実装（自動運行サービス開始） 

実装（高齢者見守りサービス：災害時対応など順次高度化） 

検討（データ収集・分析） 実装 実証（データ活用） 

事前検討・準備 実装 実証・試行 

事前検討・準備 実装 実証（河内長野ID、河内長野デジタルツイン） 

構想推進 

万
博
サ
テ
ラ
イ
ト
開
催 

他地域連携 

他地域連携 

他地域展開 

市全域展開 

市全域展開 

他地域連携 

市全域展開 



規制改革要求のポイント（主要なもの） 

①医療・健康サービス関係 
・自由なオンライン診療実現加速：診療報酬におけるオンライン診療の加算、医療機関と患者等の物理的距離
に関する30分要件・16kmルールの緩和 

・医薬品ドローン輸送実現：オンライン診療時に医療機関がドローン輸送の体制が整っている調剤薬局を指定
できる、調剤薬局指定の許可 

・患者自らが扱える電子聴診器導入：AIを用いた医療機器の認定基準緩和、受診促し用途での利用の許可 

②人の移動サービス 
・多様なモビリティ実現：高齢の免許返納者や若年者等を対象とした、エリア限定の低速走行専用免許制度の
創設 

・スローモビリティ「くるくる」などの有償化：自家用有償旅客運送に関する規制緩和 
・低速混合交通レーン導入による自動運転輸送サービス等の運行円滑化：低速車両専用の車道と歩道の中間に
位置する「低速混合交通レーン」整備を可能にする道路交通法、道路運送車両法等の改定 

・時速5km以下の新たな自動運転モビリティの導入：道路運送車両法、道路交通法における新たな車両区分の
創設、場合により歩道走行等を可能とする緩和措置 

・時速6～12㎞で走行する電動車いすの導入：限定免許制度の創設、新たな車両規格創設 

③物流・ドローン 
・人口集中地区上空、完全目視外でのドローンのAI管制自動運行：人口集中地区、目視外飛行などの航空法適
用要件の緩和、エリア内での飛行に対する事前包括許可の実現 

④既存の規制緩和措置の適用 
・多様なモビリティ、ドローンとこれを用いた多様なサービスの導入加速：地域限定型 規制のサンドボックス
制度による自動車の 自動運転や無人航空機等の迅速・円滑な実証実験、近未来技術の実証実験を促進するた
めのワンストップセンターの設置 

医療・健康、人の移動、モビリティなど相互連携する多様なサービスを早期実現するため、以下
のような規制改革を一体的に要望する。 



新たな規制・制度改革の提案 
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No ①提案名 
②具体的な事業の実
施内容 

③「②」の事業を実施し
た場合に想定される経
済的社会的効果 

④「②」の事業の実施を
不可能又は困難とさせ
ている規制等の内容 

⑤「④」の規制等の根拠
法令等 

⑥「④」及び「⑤」の規
制・制度改革のために
提案する新たな措置の
内容 

⑦参考
資料があ
る場合は、
その有無 

１ 

 
 
地方税法・地方財政法
における法改正（地方
自治体による地方税減
税） 

地域住民による地域課
題解決に向けた行動促
進およびコミュニティ形成
に向けた地域通貨・ポイ
ント事業の導入する。 
地域の課題解決のため
の行動（健康増進、住
民共助、環境配慮、地
域の持続性維持など）
に対してインセンティブを
発行、地域内消費促
進のためプレミアムを付
与、利用がないとプレミア
ムが時間とともに減価す
る地域通貨を発行する。 
この地域通貨・ポイント
を地域内店舗での消費、
地域内モビリティの利用
料金の支払い、行政
サービスの利用料支払
や納税に利用可能とす
る。 

インセンティブ付与により、
「健康・住民共助・環境
配慮・地域内消費など
の行動変容を促進」 
地域内で利便性の高い
キャッシュレス手段となる
ことで、「地域外への消
費活動の流出抑制」 
地域内店舗での主要な
キャッシュレス手段として
成長することで、「他の
キャッシュレス手段の普
及による手数料等の流
出抑制」 
また、「減価」は消費促
進効果も期待でき、過
去の実証では30%程
度の利用単価増加が確
認できた。流通すれば、
域内での経済循環が活
発化、地域の経済が活
性化される。 

③の効果発現、地域内
の主要なキャッシュレス
手段となるためには、住
民および地域内店舗な
どでの利用促進が欠か
せない。 
一方で、多様なキャッ
シュレス手段が先行する
中で、地域通貨・ポイン
トを利用する強力なイン
センティブが必要。その
１つの手段として、地域
通貨利用者を対象に地
方税（個人住民税、
法人事業税・法人住民
税）の減税が有効。し
かし、地方分権における
「課税自主権の確立」
は、「増税」に重きが置
かれ、 「減税」について
は国の専管事項となって
いる。 

(1)地方税法…地方税
法上、地方公共団体が
「課することができる」と
規定されている税（第5
条の6）。 
 
(2)地方財政法…地方
債についての関与の特
例（地方財政法第５
条の４）。  

左記(1)について、幅広
い任意税率の採用を可
能とする必要がある。 
 
 
 
左記(2)について、「許
可」から「協議制」とする
必要がある。 

無 

２ 

 
 
オンライン診療における
診療報酬点数の改善 

住民所有のスマートフォ
ンもしくは訪問看護師の
タブレット端末を利用し
て、オンライン診療および
オンライン在宅診療をお
こなう。 

病院が遠方にある地域
に居住している患者が
受診しやすくなる。 
また、訪問診療の代替
も可能であり、医師の移
動時間の削減や、体
力・時間的に訪問診療
困難な地域の課題解
決につながる。 

診療報酬点数が、通院
による外来診療と比較
して低く設定されていると
いう点が医療機関にお
いて導入のネックとなって
いる。特に在宅診療で
は、従来の往診する対
面の診療に対し、オンラ
イン診療では1/10程度
の診療報酬にしかならず、
事業化を難しくしている。 

令和2年度診療報酬改
定 

オンライン診療の診療報
酬点数を通院診療と同
等とする。 

無 

Ⅱ②「広範かつ大胆な規制・制度改革の提案」に関する事項 

①地域通貨・ポイント 

②医療・健康サービス 



11 

No ①提案名 
②具体的な事業の実
施内容 

③「②」の事業を実施し
た場合に想定される経
済的社会的効果 

④「②」の事業の実施を
不可能又は困難とさせ
ている規制等の内容 

⑤「④」の規制等の根拠
法令等 

⑥「④」及び「⑤」の規
制・制度改革のために
提案する新たな措置の
内容 

⑦参考
資料があ
る場合は、
その有無 

3 

 
 
施設基準から緊急時対
応の“30分ルール”の
緩和 

（前ページNo２と同じ） （前ページNo２と同じ） 診療報酬改定にて本要
件（＝”30分ルール”）
が削除され、日常的に
通院や訪問を行っている
患者であれば、通院や
訪問に一定の時間を要
する場合もオンライン診
療の対象として良いこと
が明確化された。 
しかし、日常的に通院ま
たは訪問による対面診
療が可能な患者として、
「目安としておおむね30
分以内に通院や訪問が
可能な患者を想定して
いる」との見解が示され
たことから、状況は変わっ
ておらず、30分以内で
通院可能という規制の
緩和をしたい 

「疑義解釈資料の送付
について（その１）」 
厚生労働省保健局医
療課事務連絡
R2.3.31  

“30分ルール”の緩和 

無 

4 

 
 
16㎞圏域外の往診を
認める基準の緩和 

特養など高齢者施設の
入居者は、夜間に容態
悪化し、37.5度以上の
発熱があれば、現状、
配置医に連絡されるが、
配置医は電話診療で
多くが救急搬送される。
これをオンライン診療可
能な医師が対応すること
で、80-90％の救急搬
送を回避する。（2019
年の日本救急医学
会） 

救急車の出動回数を激
減させることによる医療
費の削減。 
特養など高齢者施設の
経営改善。100室の施
設で概ね年間2,000万
円を改善。 
念のための検査入院等
による医療費削減。さら
に、入院により健康状態
の悪化を招く場合も多く、
これにともなう医療費増
も低減効果も期待され
る。 

在宅医療において、保
険医療機関と患家との
距離が16kmを超える
往診・訪問医療につい
ては絶対的な理由がな
ければ保険診療として
算定が認められず、高
齢者施設と医療機関と
で配置医契約をする際
も、施設と医療機関の
距離が16km以内でな
ければならないこととなっ
ている。 

診療報酬点数表 
c000 往診料 

“16kmルール”の緩和 

無 

②医療・健康サービス 

②医療・健康サービス 
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No ①提案名 
②具体的な事業の実
施内容 

③「②」の事業を実施し
た場合に想定される経
済的社会的効果 

④「②」の事業の実施を
不可能又は困難とさせ
ている規制等の内容 

⑤「④」の規制等の根拠
法令等 

⑥「④」及び「⑤」の規
制・制度改革のために
提案する新たな措置の
内容 

⑦参考
資料があ
る場合は、
その有無 

５ 

 
 
オンライン診療時の調剤
薬局指定の許可および
調剤薬局内へのオンライ
ン診療室の設置による
調剤薬局のワンストップ・
メディカルセンター化 

医院でのオンライン診療
後、薬局への処方箋通
知もオンラインで行い、
処方薬をドローンで個配
する。 
また、調剤薬局内にオン
ライン診療室を併設し、
電子聴診器、心電計、
モバイルエコー等の機器
を遠隔操作することによ
りワンストップ・メディカル
センターとする。オンライン
診療後にすぐに処方薬
を受け取れる住民サービ
スを提供する。 
慢性疾患の方は、毎回、
病院に行かなくとも、調
剤薬局で完結する仕組
みとする。 

よりオンライン診療の利
用が高まる。 
 
新型コロナ禍、医療サー
ビスの受けられる施設を
分散することにより三密
を回避できる。 
例えば、訪問薬剤師が
電子聴診器などの医療
機器を持参し患者宅を
訪問した際、患者に容
態悪化が見受けられる
場合にはオンライン診療
を勧めるなど、調剤薬局
からも地域包括ケアを推
進、予防医療につなげ、
医療費の削減の効果が
期待できる。 

医薬分業の方針により、
医療機関は、特定の薬
局への誘導が禁止され
ている。 
 
オンライン診療の受付・
受診・処方薬のドローン
個配・服薬指導を実現
するには、システムや運
用を整備した医院・薬
局でないと対応が難しい。 

「保険医療機関及び保
険医療養担当規則の
一部改正等に伴う実施
上の留意事項について」
（平成8年3月8日、 
保険発第22号） 

該当地域において、オン
ライン診療時の調剤薬
局指定の許可 

無 

６ 

 
 
聴診音を用いたAI診
断・受診促し 

聴診音を採取しAIを用
いた解析し結果によって、
医療機関への診断を促
す 

誰でも心音採取しやす
い新しいタイプの聴診器
により、患者自身が聴診
行為を医師の指導の下
行うことができ、コロナ対
策を取ったうえでの遠隔
診療に聴診音を活用で
きる 
 
通院時の診察では未発
見の不調などの発見の
きっかけとなる 

AIによる診断には学習
期間が必要で、確率的
に正しい判断(正確性の
担保)ができない可能性
があるため、不確かな情
報を患者に伝えてしまう
可能性がある。このことを
前提にしたシステムは前
例が少ないため法令に
沿った形であるか確認す
るのが難しい 
 
医療機関への受診を促
す形になるだけでも実現
できないかを検討してい
るところ 

厚生労働大臣が基準を
定めて指定する医療機
器（平成17 年厚生労
働省告示第112 号）
別表の489の第10条の
2 

AIによる医療機関への
受診促しについては行っ
てよいと定義してほしい 

有 

②医療・健康サービス 

②医療・健康サービス 




